
派遣を求める目的 派遣労働者の属性 抵触日の通知

港湾運送業務

建設業務

警備業務

医療分野の業務
（紹介予定派遣を除く）

有期プロジェクト業務

日数限定業務

派遣先労働者の育児休業に伴う代替労働
者の派遣
派遣先労働者の介護休業に伴う代替労働
者の派遣

無期雇用労働者に限定して派遣する。

【労働者派遣法第４条に該当する業務】 【日雇労働者の派遣の禁止】 【派遣受入期間の適切な運用】

（＊抵触日）

【政令第４条第１項に該当する業務】
許可・更新等手続マニュアル
（P62）

※労働者派遣事業を行うことができ
ない業務

【有期・日数・育児・介護】（＊事業所単位の
派遣受入期間の制限）許可・更新等手続マ
ニュアル（Ｐ62～Ｐ6）

抵触日の通知は不要です。

抵触日の通知は不要です。

業務に適合する者であれば、特に問題なし。

1

派遣先からの抵触日の通知の要否に関する判断基準

それ以外

派遣する業務

法第４条に該当の業務（除外業務）

６０歳以上の者に限定して派遣する。

それ以外

それ以外

抵触日の通知が必要です。

（＊適用除外業務等）
許可・更新等手続マニュアル(7P～
8P)

許可・更新等手続マニュアル（Ｐ70～Ｐ78）
※日雇労働者については、原則労働者派遣は
禁止のところ、禁止の例外となる業務

許可・更新等手続マニュアル（Ｐ52～Ｐ54）
禁止される日雇派遣の範囲は、日々又は３０
日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣
であり、労働契約の期間が３１日以上であれ
ば、労働者派遣契約の期間が３０日以内で
あったとしても、日雇派遣の禁止になるもの
ではありません。

契約自体できません。

政令第４条第１項に該当する業務

日雇労働者を派遣する


